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 （趣旨） 

第１条 この規程は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９３条の規定に基づき、和

歌山大学システム工学部（以下「本学部」という。）に置かれる教授会（以下「教授会」と

いう。）に関し、必要な事項を定める。 

 （組織） 

第２条 教授会は、本学部専任の教授（以下「構成員」という。）をもつて組織する。 

２ 教授会は、前項の規定にかかわらず、特に重要事項を審議決定するため、必要と認めた

ときは、本学部専任の准教授、講師、助教及び助手を構成員に加えることができる。 

 （審議事項） 

第３条 教授会は、和歌山大学学部等運営規程第４条の事項を審議する。 

 （招集） 

第４条 教授会は、学部長が招集する。 

 （議長） 

第５条 教授会に議長を置き、学部長をもつて充てる。 

２ 議長に事故あるときは、年長の副学部長がその職務を代行する。 

 （会議） 

第６条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができな

い。 

２ 次の各号の一に該当する者は、構成員に算入しない。 

（１） 休職中の者 

（２） １月以上療養中の者 

 （議決） 

第７条 教授会の議事は、出席構成員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、出席構成員の３分の

２以上の多数をもつて議決しなければならない。 

 （構成員以外の者の出席） 

第８条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。 

（審議事項の付託） 

第９条 教授会は、第３条に定める審議事項のうちの一部の事項の審議を、システム工学部

運営委員会（以下「学部運営委員会」という。）、システム工学部企画・人事委員会（以下

「学部企画・人事委員会」という。）に付託することができる。 

２ 教授会は、前項の付託に基づく学部運営委員会、学部企画・人事委員会の議決をもって、

教授会の議決とすることができる。 

３ 教授会が学部運営委員会及び学部企画・人事委員会に付託する事項については、教授会

が定める。 
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４ 前３項に規定する場合の学部運営委員会及び学部企画・人事委員会に関し、必要な事項

は、別に定める。 

（その他） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、教授会の議を経て学

部長が別に定める。 
   附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年１１月２８日一部改正） 

 この改正規程は、平成１５年１１月２８日から施行する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１７８号） 

 この改正規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年４月１５日一部改正：法人和歌山大学規程第４２４号） 

 この改正規程は、平成１７年４月１５日から施行し、平成１７年３月１４日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第６１９号） 

 この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７９８号） 

 この改正規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１１月１７日一部改正：法人和歌山大学規程第１２３１号） 
この改正規程は、平成２３年１１月１７日から施行する。 

附 則（平成２４年７月１２日一部改正：法人和歌山大学規程第１３４２号） 

 この改正規程は、平成２４年７月１２日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日一部改正：法人和歌山大学規程第１６１２号） 
 この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則（令和６年５月９日一部改正：法人和歌山大学規程第２７５４号） 

この改正規程は、令和６年５月９日から施行し、令和６年５月１日から適用する。 

   附 則（令和７年４月１０日一部改正：法人和歌山大学規程第２８４９号） 

 この改正規程は、令和７年４月１０日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 


